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一般競争入札の実施について 

 

下記のとおり一般競争入札を実施しますので、経理規程第７０条に基づき公告する。 

 

令和６年１月２６日 

（福）精華町社会福祉協議会 

会 長  山 本 正 来 

１．概要 

案 件 名 令和５年度複合機納入業務 

納   品   場   所 京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留２２－１ 

内          容 別紙仕様書、カラー複合機詳細のとおり 

履 行 期 間 納期：本契約締結日の翌日から令和６年３月３１日 

リ ー ス 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日（ ５年間 ） 

予 定 価 格 ￥３，３３０，０００円 （消費税等を含まない額） 

内訳書提出（白黒・２色、カラーの１枚単価） 

最 低 制 限 価 格 設 定 無 

入 札 保 証 金 免除 契 約 保 証 金 無 

前 払 金 無 中 間 前 払 金 無 

部 分 払 有 部 分 払 回 数 ６０回 

発 注 担 当 課 法人運営室 

２．入札参加資格要件 

（１）入札参加資格 ア．地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規程に該

当する者でないこと。 

イ．一般競争入札参加申請書（以下「入札参加申請書」という。）等の提出期限

日から開札日までの期間において、精華町入札資格等に関する要綱（平成２４

年精華町要綱第３７号）に基づく入札資格の取り消し、または京都府の物品買

入等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止措置（以下、「指名停

止措置」という。）がなされていないこと。 

ウ．会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て

をした者にあっては更生計画の認可がなされている者または民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再

生計画の認可がなされている者であること。 

エ．私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号。以下「独占禁止法」という。）等に抵触する行為を行っていない者であるこ

と。 

オ．精華町暴力団排除条例（平成２３年精華町条例第３０号）第２条第４号に

規定する暴力団員でないこと。 

そ の 他 特記事項及び一般競争入札公告共通事項のとおり 
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１．本契約締結の要件 

 落札者（共同企業体にあっては構成員のどちらか一方でも）が、入札執行日から本契約締結日までの期間に

おいて、精華町または京都府の指名停止措置を受けた場合、または落札者の不正行為等が発覚した場合につ

いては、本落札決定を取り消すものとし、また仮契約締結済みの場合であってもその契約は解除する。 

 

２．特記事項 

 （１）機器の搬入及び設置に係る費用は、本会は負担しない。 

（２）契約業者は、納入期限までに指定された場所へ機器（架台、ケーブル等含む）を設置し、使用可能な状 

 態に調整を完了すること。 

（３）機器の納品、設置が遅延する見込みのときは、代替機で対応し、この場合において代替機の賃借料等

は発生しないこと。 

（４）契約業者は、搬入等で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

（５）設置する機器は新造機であること。 

 

３．入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限等 手続の方法等 

入札参加申請書等の交付 
令和６年１月２６日（金）午前９時から 

令和６年２月９日（金）午後４時まで 
共通事項２のとおり 

仕様書等の閲覧 
令和６年１月２６日（金）午前９時から 

令和６年２月２６日（月）午前１０時まで 
共通事項２のとおり 

入札参加申請書等の受付 
令和６年２月８日（木）午前９時から 

令和６年２月９日（金）午後４時まで 
共通事項３のとおり 

入札参加資格確認 

結果の通知 
令和６年２月１４日（水） 郵送 

質問の受付 令和６年２月１９日（月）正午まで 共通事項４のとおり 

回答（電子メール） 令和６年２月２０日（火）正午まで 共通事項４のとおり 

入 札 会 令和６年２月２６日（月）午後４時００分から 共通事項５のとおり 
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一般競争入札公告共通事項 

入札に参加する者に必要な資格等については、精華町の条例、規則及び心得等を準用する。 

 

１ 入札に参加する者に必要な資格等 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規程に該当する者でないこと。 

（２）一般競争入札参加申請書（以下「入札参加申請書」という。）等の提出期限日から開札日までの期間に

おいて、精華町入札資格等に関する要綱（平成２４年精華町要綱第３７号）に基づく入札資格の取り消し、

または京都府の物品買入等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止措置（以下、「指名停止措

置」という。）がなされていないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画

の認可がなされている者または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て

をした者にあっては再生計画の認可がなされている者であること。 

（４）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」とい

う。）等に抵触する行為を行っていない者であること。 

（５）精華町暴力団排除条例（平成２３年精華町条例第３０号）第２条第４号に規定する暴力団員でないこと。 

 

２ 入札参加申請書、仕様書の入手方法 

（１）入札参加申請書等の入手方法 

当社会福祉協議会のホームページからダウンロードすること。 

  （２）仕様書の入手・閲覧方法 

当社会福祉協議会のホームページからダウンロードすること。 

 

３ 入札参加申請 

入札に参加を希望する者は、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

（１）提出方法 

入札手続等に示す入札参加申請書等の受付期間内（正午から午後１時までを除く。）に持参または郵送（申

請書の受付期間内に必着させるとともに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用する者に限る。）するこ

と。 

（２）その他 

ア 入札参加申請書の作成等に要する費用は申請者の負担とする。 

イ 提出書類はＡ４版で作成すること。 

ウ 提出された書類は返却しないものとする。 

エ 提出された書類は本会において無断転用することはない。 

オ 申請書等の書類に虚偽の記載をした者は、当該入札への参加を認めない。 

カ 入札予定の機種の資料を提出する。 

 

４ 入札参加申請書、仕様書等に関する質問等 

（１）入札参加申請書に関する質問は、電話等による問い合わせを随時受け付ける。（閉庁日及び正午から午
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後１時を除く。） 

（２）仕様書等に関する質問については、指定の様式に記入し、当該公告に示す期限までに提出（持参・メー

ル）すること。（電話等口頭によるもの、郵送等によるものは受け付けない。） 

（３）仕様書等に関する質問の回答については、当該公告に示す日までにメールにより通知する。 

 

５ 入札手続等 

（１）入札会の日時及び場所 

  ア 日時：令和６年２月２６日（月）午後４時００分から 

  イ 場所：精華町地域福祉センターかしのき苑 １階会議室 

       （住所：相楽郡精華町南稲八妻砂留２２－１） 

（２）入札書の作成方法 

  ア 代理人が入札する場合は、入札書を提出する前に委任状を提出すること。 

  イ 代理人が入札する場合は、入札書に入札参加者本人の住所及び名前（法人の場合は、その商号又は

名称及び代表者名前）並びに代理人であることを表示及び当該代理人の名前を記載し、入札参加者本

人及びその代理人がそれぞれ押印（外国人の署名を含む。以下同じ。）をしておかなければならない。

なお、入札書に押印する当該代理人の印鑑は、委任状に押印したものと同一のものでなければならな

い。 

（３）入札書に記載する金額 

ア 入札参加者は、入札書の必要事項すべてを記入しなければならない。また、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とする。 

（４）入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 入札に参加する資格のない者の行った入札 

イ 入札参加申請書に虚偽の記載した者や提出しなかった者の行った入札 

ウ 金額、氏名、その他重要な部分の誤脱もしくは不明な入札書または金額を訂正した入札書で入札し

た者の行った入札 

エ 同じ入札に２以上の入札（他人の代理人としての入札を含む。）をした者の行った入札 

オ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者またはその疑いのある者の行っ

た入札 

カ 予定価格が事前公表された入札においては、予定価格を超える価格での入札 

キ 他人の名前または他の商号が記載された内訳書を提示、または提出した者の行った入札 

ク その他、入札に関する条件に違反した者の行った入札 

ケ 代理人（代表者以外の者）による入札において受付で委任状の提出がない場合 

 

（５）入札の辞退 

    入札に参加できない事情がある場合には、入札開始時刻までは、入札を辞退することができる。辞退する

場合は、法人運営室に入札辞退届を提出（持参）すること。 
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（６）契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

（７）入札書 

ア 入札書は封入し、封印等の処理をする。 

イ 提出された入札書の書き換え、引き換えおよび撤回はできない。 

 

６ 入札保証金 

  免除する。 

 

７ 契約保証金 

 免除する。 

 

８ 違約金 

 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の１００分の５相当額の違約金を徴収する。 

 

９ 契約書の作成 

 落札者の決定後、本会において作成する。 

 

１０ その他 

（１）入札参加者は、本公告文及び仕様書を熟読すること。 

（２）入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有するものではない。 

（３）提出された資料については、個人の住所、本籍地以外は公表の対象とします。（ただし、雇用関係を

示す書類については、氏名以外の個人情報は開示しません。） 

（４）予定価格に対して、著しく低い金額で応札が行われた場合は、独占禁止法第２条第９項の規定に基づ

く不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定されている不当廉売の

疑いがあるものとして、公正取引委員会に報告することがある。 

 

（問い合わせ先） 

社会福祉法人精華町社会福祉協議会 法人運営室 

 電話番号 （０７７４）９４－４５７３ 

 FAX番号 （０７７４）９３－２２７８ 

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ houjinunei@seikashakyo.or.jp 


